
［契印・公印省略］  

 

消 防 国 第 7 9 号 

消 防 運 第 6 5 号 

令和７年６月 30 日 

 

各都道府県防災・国民保護担当部局長  殿 

 

消防庁国民保護室長 

消防庁国民保護運用室長  

 

 

北朝鮮による弾道ミサイルに係る全国瞬時警報システム（Ｊアラート）等

による情報伝達に関する留意事項について 

 

内閣官房から別紙「北朝鮮による弾道ミサイルに係る全国瞬時警報シス

テム（Ｊアラート）による情報伝達について」（令和７年６月30日付け閣副

事態第276号内閣参事官通知）及び「北朝鮮による弾道ミサイルに係る緊急情報

ネットワークシステム（エムネット）による情報伝達について」（令和７年６月

30日付け閣副事態第277号内閣参事官通知）のとおり通知があり、北朝鮮から発

射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合におけるＪアラ

ート及びエムネットによる情報伝達の文言が同通知資料のとおり変更され

ましたので、お知らせします。 

つきましては、今後のＪアラート及びエムネットに係る事務の執行に当

たり十分に御留意いただくとともに、貴都道府県内の市区町村に対し、こ

の旨を周知いただきますようお願いします。 

 

 

 



閣副事態第２７６号 

 令和７年６月３０日 

消 防 庁 国 民 保 護 室 長   殿

消防庁国民保護運用室長  殿

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付 

内閣参事官  仁井谷  興史 

  （  公  印  省  略  ） 

北朝鮮による弾道ミサイルに係る全国瞬時警報システム 

（Ｊアラート）による情報伝達について 

北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合におけ

るＪアラートによる情報伝達について別添のとおり変更しましたので、お知らせし

ます。 

つきましては、貴職においては、上記の内容について、住民の理解が進むよう、

地方公共団体に対してご周知くださいますようよろしくお願いします。  

別紙



全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による情報伝達の変更について 

 

北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合におけるＪアラ

ートによる情報伝達について、今般、次のとおり変更しました。 

なお、下記の情報伝達は、今後状況に応じて変更する可能性があります。 

 

  

＜ミサイル発射時のＪアラートによる情報伝達の流れ＞ 

 
  

別添 



＜フローの内容＞ 

 

旧 新 

⑤直ちに避難することの呼びかけ ②直ちに避難することの呼びかけ 

⑥破壊情報 ③破壊情報 

⑦落下場所等についての情報 ④落下場所等についての情報 

②ミサイル通過情報 ⑤ミサイル通過情報 

日本の領域外の海域に落下した場合 

→ ③落下場所等についての情報 
（削除） 

我が国の領土・領海に落下する又は我が国

の領土・領海の上空を通過する可能性がな

くなった場合 

→ ④避難を解除する旨の情報 

我が国に飛来する可能性がなくなった場合 

→ ⑥避難を解除する旨の情報 

⑧領土・領域内に落下する可能性がなく避

難を解除する旨の情報 

⑦領土・領域内に落下する可能性がなく避

難を解除する旨の情報 

 

  



＜メッセージの内容＞ 

 

旧 新 

⑤ 直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の

中、又は地下に避難して下さい。ミサイル

が、●時●分頃、●●県周辺に落下するもの

とみられます。直ちに避難して下さい。 

② 直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の

中、又は地下に避難して下さい。ミサイル

が、●時●分頃、●●県周辺に落下するもの

とみられます。直ちに避難して下さい。 

⑥ 先程のミサイルは、迎撃により破壊さ

れました。ミサイルの破片の落下の可能性

があります。続報を伝達しますので、引き続

き屋内に避難して下さい。 

③ 先程のミサイルは、迎撃により破壊さ

れました。ミサイルの破片の落下の可能性

があります。続報を伝達しますので、引き続

き屋内に避難して下さい。 

⑦ ミサイル落下。ミサイル落下。ミサイル

が、●時●分頃、●●県●●市周辺に落下し

たものとみられます。続報を伝達しますの

で、引き続き屋内に避難して下さい。 

④ ミサイル落下。ミサイル落下。ミサイル

が、●時●分頃、●●県●●市周辺に落下し

たものとみられます。続報を伝達しますの

で、引き続き屋内に避難して下さい。 

② ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミ

サイルは●時●分頃、●●へ通過したもの

とみられます。避難の呼びかけを解除しま

す。不審な物には決して近寄らず直ちに警

察や消防などに連絡して下さい。 

⑤ ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミ

サイルは●時●分頃、●●へ通過したもの

とみられます。避難の呼びかけを解除しま

す。不審な物には決して近寄らず直ちに警

察や消防などに連絡して下さい。 

④ 先程のミサイルは、我が国には飛来し

ないものとみられます。避難の呼びかけを

解除します。 

⑥ 先程のミサイルは、我が国には飛来し

ないものとみられます。避難の呼びかけを

解除します。 

⑧ 先程のミサイルは、我が国には落下し

ないものとみられます。避難の呼びかけを

解除します。 

⑦ 先程のミサイルは、我が国には落下し

ないものとみられます。避難の呼びかけを

解除します。 

③ 先程のミサイルは、●時●分頃、●●海

に落下したものとみられます。避難の呼び

かけを解除します。不審な物には決して近

寄らず直ちに警察や消防などに連絡して下

さい。 

（削除） 

 

 

 



 

閣副事態第２７７号 

 令和７年６月３０日 

 

 

各指定行政機関国民保護担当課長  殿  

 

 

                内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付  

内閣参事官  仁井谷  興史 

  （  公  印  省  略  ） 

 

 

北朝鮮による弾道ミサイルに係る緊急情報ネットワーク 

システム（エムネット）による情報伝達について 

 

 

北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合におけ

る全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による情報伝達について、別添参考通知の

とおり変更することに併せて、エムネットによる情報伝達について別添のとおり変

更しましたので、通知します。 

つきましては、貴職においては、所管する指定地方行政機関及び指定公共機関に

対して、消防庁においては、都道府県と都道府県を通じて各都道府県の市区町村及

び消防組合並びに指定地方公共機関に対して、ご周知くださいますようよろし

くお願いします。  



緊急情報ネットワークシステム（エムネット）による情報伝達の変更について 

 

北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合におけるＪアラ

ートによる情報伝達について変更することに併せ、エムネットによる情報伝達についても次

のとおり変更しました。 

なお、下記の情報伝達は、今後状況に応じて変更する可能性があります。 

 

＜ミサイル発射時のエムネットによる情報伝達の流れ＞ 

 

  

別添 



＜フローの内容＞ 

 

旧 新 

⑤直ちに避難することの呼びかけ ②直ちに避難することの呼びかけ 

⑥破壊情報 ③破壊情報 

⑦落下場所等についての情報 ④落下場所等についての情報 

②ミサイル通過情報 ⑤ミサイル通過情報 

日本の領域外の海域に落下した場合 

→ ③落下場所等についての情報 
（削除） 

我が国の領土・領海に落下する又は我が国

の領土・領海の上空を通過する可能性がな

くなった場合 

→ ④避難を解除する旨の情報 

我が国に飛来する可能性がなくなった場合 

→ ⑥避難を解除する旨の情報 

⑧領土・領域内に落下する可能性がなく避

難を解除する旨の情報 

⑦領土・領域内に落下する可能性がなく避

難を解除する旨の情報 

 

  



＜メッセージの内容＞ 

 

旧 新 

⑤ 先程発射されたミサイルが、●時●分

頃、●●県周辺に落下するものとみられま

す。●●県、●●県、・・・（Ｊアラート送信

地域）においては、直ちに建物の中又は地下

に避難して下さい。続報が入り次第、お知ら

せします。 

② 先程発射されたミサイルが、●時●分

頃、●●県周辺に落下するものとみられま

す。●●県、●●県、・・・（Ｊアラート送信

地域）においては、直ちに建物の中又は地下

に避難して下さい。続報が入り次第、お知ら

せします。 

⑥ 先程発射されたミサイルは、迎撃によ

り破壊されました。ミサイルの破片の落下

の可能性があります。続報を伝達しますの

で、引き続き屋内に避難して下さい。 

③ 先程発射されたミサイルは、迎撃によ

り破壊されました。ミサイルの破片の落下

の可能性があります。続報を伝達しますの

で、引き続き屋内に避難して下さい。 

⑦ 先程発射されたミサイルが、●時●分

頃、●●県●●市周辺に落下したものとみ

られます。続報を伝達しますので、引き続き

屋内に避難して下さい。 

④ 先程発射されたミサイルが、●時●分

頃、●●県●●市周辺に落下したものとみ

られます。続報を伝達しますので、引き続き

屋内に避難して下さい。 

② 先程発射されたミサイルは、●時●分

頃、●●県、■■県、・・・からなる地域の

上空を飛翔し、●●（海域名）へ通過したも

のとみられます。避難の呼びかけを解除し

ます。なお、ミサイルの破壊措置の実施は無

し。不審な物を発見した場合には、決して近

寄らず、直ちに警察、消防又は海上保安庁に

連絡して下さい。続報が入り次第、お知らせ

します。 

⑤ 先程発射されたミサイルは、●時●分

頃、●●県、■■県、・・・からなる地域の

上空を飛翔し、●●（海域名）へ通過したも

のとみられます。避難の呼びかけを解除し

ます。なお、ミサイルの破壊措置の実施は無

し。不審な物を発見した場合には、決して近

寄らず、直ちに警察、消防又は海上保安庁に

連絡して下さい。続報が入り次第、お知らせ

します。 

④ 北朝鮮からミサイルが●●県、■■

県、・・・（Ｊアラート送信地域）の方向に発

射されたものとみられるとして発表しまし

たが、我が国への落下又は上空を通過する

可能性はなくなったものとみられます。避

難の呼びかけを解除します。 

⑥ 北朝鮮からミサイルが●●県、■■

県、・・・（Ｊアラート送信地域）の方向に発

射されたものとみられるとして発表しまし

たが、我が国への落下又は上空を通過する

可能性はなくなったものとみられます。避

難の呼びかけを解除します。 

⑧ 先程発射されたミサイルが、●●県周

辺に落下するものとみられるとして発表し

ましたが、我が国へ落下する可能性はなく

なったものとみられます。避難の呼びかけ

を解除します。 

⑦ 先程発射されたミサイルが、●●県周

辺に落下するものとみられるとして発表し

ましたが、我が国へ落下する可能性はなく

なったものとみられます。避難の呼びかけ

を解除します。 



③ 先程発射されたミサイルが、●時●分

頃、●●海に落下したものとみられます。避

難の呼びかけを解除します。不審な物を発

見した場合には、決して近寄らず、直ちに警

察、消防又は海上保安庁に連絡して下さい。

続報が入り次第、お知らせします。 

（削除） 
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